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令和５年寄居町教育委員会 第１回 定例会議事録 

 

招 集 期 日 令和 ５年１月２７日 

招 集 場 所 寄居町役場 第一委員会室 

開 会 閉 会

の 日 時 

開会 １月２７日 午後３時００分 

閉会 １月２７日 午後４時３８分 

 

出席委員 

教 育 長    関根 光男（議長）

  教育長職務代理者    清水 幸三郎 

  委 員    小林 央子 

  委    員    杉田 佑美 

  委 員    関根 薫 

出席職員 

 教育総務課長    黒瀨 和俊 

 生涯学習課長    黒瀨 浩史 

 教育指導課長    岡田 久志 

 教育総務課主査    倉田 勉 

 教育総務課主任    笠原 大輝 

請願陳情者 髙田 宗一 

傍聴者 １名 
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日程第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第２ 

 

 

 

 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開  会 

 

 

 

 

 

 

前回議事

録の承認

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事録署

名委員の

指名につ

いて 

 

教育長報

告につい

て 

 

 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

 

 

○関根教育長 

令和５年第１回定例会の開会を宣言します。 

議事日程を朗読願います。 

 

○黒瀨教育総務課長 

議事日程を朗読する 

 

○関根教育長 

 日程第１ 令和４年第１２回定例会の議事録については、事

務局より各委員に事前配布してあります。内容等について何か

ございますか。 

 

○関根委員 

修正箇所の部分あり。その後修正。 

 

○関根教育長 

よろしいでしょうか。それでは、承認いただきましたので、

前回署名委員として指名された委員は署名をお願いします。 

【第１２回定例会署名委員：小林委員・杉田委員】 

 

○関根教育長 

次に日程第２ 議事録の署名委員を指名いたします。 

清水委員、関根委員を指名します。 

 

 

○関根教育長 

続きまして日程第３ 教育長報告です。 

１ 学校の様子について 

２ 新型コロナウイルス感染症について 

３ 令和４年度第７回北部教育長会議について 

４ 埼玉県町村教育長会第３回協議会について 

５ 令和４年度第８回町内定例校長会及び教頭研究協議会につ

いて 

 

〇小林委員 

 学校の様子で報告がありました町内各中学校への脅迫メール

について、保護者への情報提供及び注意喚起等、迅速な対応に

感謝いたします。 
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日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第６ 

 

 

議 案 

第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 案 

第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 案 

第３号 

 

○関根教育長 

日程第４ 議案第１号 専決処理の承認を求めることについ

て を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

この議案は人事案件となりますので、非公開といたしますが

よろしいでしょうか。 

 

○委員全員 

了承 

 

○関根教育長 

それでは非公開といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【非公開部分につき審議内容省略】 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○関根教育長 

議案第１号につきましては、原案どおり承認いたします。 

 

○関根教育長 

日程第５ 議案第２号 職員の人事について を議題といた

します。事務局より説明をお願いします。 

この議案は人事案件となりますので、引き続き非公開といた

しますがよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 

了承 

 

○関根教育長 

それでは非公開といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【非公開部分につき審議内容省略】 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○関根教育長 

議案第２号につきましては、原案どおり承認いたします。 

 

○関根教育長 

日程第６ 議案第３号 職員の人事について を議題といた

します。事務局より説明をお願いします。 
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日程第７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請 願 

第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見等 

 

 

 

 

 

この議案は人事案件となりますので、引き続き非公開といた

しますがよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 

了承 

 

○関根教育長 

それでは非公開といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【非公開部分につき審議内容省略】 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○関根教育長 

議案第３号につきましては、原案どおり承認いたします。 

 

○関根教育長 

日程第 7 請願第 1号  昨年度の請願第 3号及び陳情第 1号

でお示し頂いた、『被害者を守る』という意識が定着していない

ようですので改善をお願いします を議題といたします。事務

局より説明をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

請願書を朗読する 

 

○関根教育長 

請願第１号につきましては、請願者である髙田 宗一さんよ

り、陳述の申出が出ております。 

これより５分以内の陳述を認めますので、前に出て陳述を行

ってください。 

 

○髙田 宗一氏 

指定された席にて陳述を行う 

 

○関根委員 

 請願者の陳述にもありましたが、本請願は、令和４年第１回

定例会に提出された陳情第１号と同様の趣旨になっています。

昨年の陳情第１号の文中には、「『トラブル発生時にはまずは被

害者を守り、次の被害を出さないことを最優先に考える』こと

を定例会の際に全員で唱和いただくことをルール化することを
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要望します。」と記載されています。まさに、今回の請願と同じ

内容であります。 

そのような認識の下、当時の議事録を読み返しますと、関根

教育長が、「何かが起こったら迅速に対応する事、持ち越すと事

態が大きくなる事、そして小さな芽の時に組織的に対応する事

の大切さを肝に銘じて、何よりも辛い思いをした被害者のよう

な児童を出さないように、委員会でも指導を行っていきたい。」

と発言し、終結しています。 

そこで関根教育長に伺います。その後具体的にどのような指

導を行ってきたか教えていただきたいと思います。 

 

○関根教育長 

校長会や教頭会において、継続した指導を行っております。

さらに、道徳教育や人権教育等において、被害者を守るという

観点で指導しており、今後も継続して指導していく考えです。 

 

○関根委員 

今回の請願書の内容につきましても、校長会等で改めて周知

徹底をはかっていただくと理解してよろしいでしょうか。 

 

○関根教育長 

来月の校長会で周知いたします。 

 

○関根教育長 

ほかに、ご質疑・ご意見等ございますか。 

 

○委員全員 

なし 

 

○関根教育長 

それでは採決に移ります。請願第１号に対して賛成の方の挙

手を求めます。 

 

○委員 

（挙手なし） 

 

○関根教育長 

全員反対により、請願第１号を不採択とすることに決定いた

します。 
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日程第８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請 願 

第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関根教育長 

続きまして、日程第８ 請願第２号 令和３年度の寄居小学

校の盗難事件に関わる「児童生徒事故について（報告）」を、子

供達及び保護者に対し今後の方針をまだ説明していない令和３

年１０月２６日付で埼玉県教育委員会に提出したことについて  

を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

請願書を朗読し、説明を行う 

 

○関根教育長 

請願第２号につきましては、請願者である髙田 宗一さんよ

り、陳述の申出が出ております。 

これより５分以内の陳述を認めますので、前に出て陳述を行

ってください。 

 

○髙田 宗一氏 

指定された席にて陳述を行う 

 

○杉田委員 

小学校に通う子を持つ母親の立場として本請願書及び陳述を

お伺いいたしました。請願理由の文中に「教育委員会からの報

告はただの事務処理ではなく」と記載がありますが、事件の経

過については、その都度、定例会で詳細な報告があり何度も話

し合いが行われてきました。教育委員会としては、再発防止に

努めていないわけではなく、教育委員会としての姿勢に変わり

はないと個人的には感じております。 

１点確認ですが、事故報告書の事故の概要欄について、記入

例では客観的事実を記載とありますが、どのような内容を記載

するものなのでしょうか。 

 

○岡田教育指導課長 

児童生徒事故報告書は、児童生徒が関わる事故が発生した場

合に県の様式に基づいて、客観的事実を時系列に沿って記載し

提出するものであり、本報告書は県に受理されたものでありま

す。 

 

○小林委員 

 先ほどの岡田課長の回答では、事故が発生したら作成するもの
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日程第９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請 願 

第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であるとの説明がありましたが、報告をしたら終わりなのか。

その後の経過報告等はどのようになっているでしょうか。 

 

○関根教育長 

 文面での報告は１０月２６日付けの報告書で最終となります

が、その後の経過については、県の担当課に対し口頭での報告

を随時おこなっております。 

 

○関根教育長 

ほかに、ご質疑・ご意見等ございますか。 

 

○委員全員 

なし 

 

○関根教育長 

それでは採決に移ります。請願第２号に対して賛成の方の挙

手を求めます。 

 

○委員 

（挙手なし） 

 

○関根教育長 

全員反対により、請願第２号を不採択とすることに決定いた

します。 

 

○関根教育長 

続きまして、日程第９ 請願第３号 寄居小学校から寄居町

教育委員会に提出された文書について、作成及び確認した人の

国語力、常識、体調が心配になる状態のものが、そのまま授受

されていることについての問題提起 を議題といたします。事

務局より説明をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

請願書を朗読し、説明を行う 

 

○関根教育長 

請願第３号につきましては、請願者である髙田 宗一さんよ

り、陳述の申出が出ております。 

これより５分以内の陳述を認めますので、前に出て陳述を行
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日程第 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請 願 

第４号 

 

 

 

ってください。 

 

○髙田 宗一氏 

指定された席にて陳述を行う 

 

○清水委員 

 添付資料の文書はどのように扱われた文書なのでしょうか。

また、文書の作成にあたっての背景等があれば教えていただき

たい。 

 

○岡田教育指導課長 

 本文書は、寄居小学校が自主的に作成し教育委員会に提出さ

れたものであり、県へ提出するようなものではありません。し

かし、教育委員会が受理した以上公文書としての扱いとなりま

すので、誤字や脱字等の確認をしっかりしてまいりたいと思い

ます。 

 

○関根教育長 

ほかに、ご質疑・ご意見等ございますか。 

 

○委員全員 

なし 

 

○関根教育長 

それでは採決に移ります。請願第３号に対して賛成の方の挙

手を求めます。 

 

○委員 

（挙手なし） 

 

○関根教育長 

全員反対により、請願第３号を不採択とすることに決定いたし

ます。 

 

○関根教育長 

続きまして、日程第１０ 請願第４号 学校運営協議会を有

効に活用できるようにするためのご提案 を議題といたしま

す。事務局より説明をお願いします。 
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意見等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○黒瀨教育総務課長 

請願書を朗読し、説明を行う 

 

○関根教育長 

請願第４号につきましては、請願者である髙田 宗一さんよ

り、陳述の申出が出ております。 

これより５分以内の陳述を認めますので、前に出て陳述を行

ってください。 

 

○髙田 宗一氏 

指定された席にて陳述を行う 

 

○小林委員 

町内の小中学校のホームページを見ますと、学校運営協議会

の内容を公開している学校もあります。町全体の状況はどのよ

うになっていますか。また、今後全校で公開するように教育長

から指導していく考えはありますか。 

 

○関根教育長 

各校により状況は異なりますが、全く公開していないという

ことではありません。今後については、学校運営協議会という

組織がある以上、情報の公開は必要なものであると考えており

ます。 

 

○小林委員 

 ２番目のコニュニティ・スクールの目的や役割についてです

が、年度当初に学校から各家庭に配布される学校要覧には、コ

ニュニティ・スクールにかかる内容や構成員についての記載が

あったと記憶しておりますがその認識でよろしいでしょうか。 

 

○関根教育長 

保護者を対象として、学校に関する情報を広報しております。 

 

○杉田委員 

 学校運営協議会に係る情報発信について、町全体としては、

まだまだ改善の余地があると思います。本請願は、学校運営協

議会の活動を幅広い方々に知っていただきたいという考えによ

るものであると感じましたし、素晴らしいご意見であると思い

ます。 
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○清水委員 

 学校運営協議会に対する本請願は、非常に貴重なご意見であ

ると感じております。個人的な意見といたしましては、掲載の

内容を細かく規定をしてしまうのではなく、各学校独自のカラ

ーを出しながら情報を発信していくほうがいいのではないかと

思います。 

 

○関根委員 

 ４項目中の１点目、ホームページでの情報発信という基本的

な考え方には賛同いたします。そのうえで、学校運営協議会は

原則合議制で運営されていると認識しており、ホームページへ

の各構成員の掲載となると本人の同意も必要になると考えられ

ます。このようなことからホームページに掲載する個別具体的

な内容につきましては、この場で一律に決定するのではなく、

それぞれの協議会が主体的に協議したうえで判断することがよ

いのではないかと考えます。 

 

○関根教育長 

ほかに、ご質疑・ご意見等ございますか。 

 

○委員全員 

なし 

 

○関根教育長 

それでは採決に移ります。 

請願第４号につきましては、４項目にわたる内容となってお

りますので、項目ごとの採決といたします。 

初めに、①各小中学校のホームページまたは教育委員会のホ

ームページに学校運営協議会のページを設けることに対して賛

成の方の挙手を求めます。 

 

○委員 

（賛成者挙手） 

 

○関根教育長 

続いて、②そのページにコミュニティ・スクールとはどのよ

うな目的で設置されたものか、どのような役割があるのかの説

明を掲載することに対して賛成の方の挙手を求めます。 
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日程第 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○委員 

（賛成者挙手） 

 

○関根教育長 

③学校運営に生かすための地域の声が集まるように、学校運

営協議会の構成員を掲載することに対して賛成の方の挙手を求

めます。 

 

○委員 

（賛成者挙手） 

 

○関根教育長 

④学校運営協議会の議事録または議題を掲載することに対し

て賛成の方の挙手を求めます。 

 

○委員 

（賛成者挙手） 

 

○関根教育長 

①各小中学校のホームページまたは教育委員会のホームペー

ジに学校運営協議会のページを設けることについては、全員賛

成、その他３項目は、反対多数でありました。 

このことから、請願第４号を一部採択とすることに決定いたし

ます。 

 

○関根教育長 

日程第１１ 諸報告に入ります。教育総務課から順次報告を

お願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

なし 

 

○岡田教育指導課長 

１ 令和４年度埼玉県公立高等学校入学者選抜の日程について 

２ 令和４年度卒業式・令和５年度入学式の規模縮小での実施

について 

３ 寄居ふるさと探究学（中学校）について 

４ 令和５年度寄居町教育委員会委嘱研究校について 
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日程第 12 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○黒瀨生涯学習課長 

１ 二十歳式の挙行について 

 

○関根委員 

教育指導課長から報告のあった「寄居ふるさと探究学」は、

中学１年生から３年生までがテーマ別に縦割りでグループを作

り、１年を通じて主体的にふるさとを探究するという、素晴ら

しい新規事業と受け止めました。特に年間計画にある「町長ヘ

の提案」や「まとめ（成果）の発表」は、子供たちにとって、

とても良い経験になると思います。 

そこで、要望です。時間や会場の制約もあると思いますが、

提案や発表の際には、できるだけ多くの生徒に発言の場を設け

ていただきますようお願いいたします。 

 

○関根教育長 

次に１月２７日から２月末までの行事予定を別紙により報告

を願います。 

 

○黒瀨教育総務課長・岡田教育指導課長・黒瀨生涯学習課長 

「今後の主な行事予定」に沿って、各課から行事日程を報告

する 

 

○関根教育長 

日程第１２ 協議事項に入ります。 

協議事項１ 委員提案の協議事項について、委員さんから何

かございますか。 

 

○清水委員 

 もうすぐ高校入試がはじまります。コロナの対策も今年で３

年目となり各中学校での対応も盤石であると信じております。 

受験生にとっては初めての経験となりますので、コロナへの罹

患や、濃厚接触者となってしまった場合など受験生にとっては

戸惑うことが考えられます。教育委員会から各中学校への重ね

ての指導をお願い致します。また、入試前の臨時休暇期間にお

いては、健康状態の報告について周知徹底をお願いしたいと思

います。 

 

○関根教育長 

続きまして、協議事項２ 次回定例会の日程について協議を



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉 会 

お願いします。 

 

○委員全員 

協議を行う 

 

○関根教育長 

協議の結果、次のとおり令和５年第２回定例会を決定します。

令和５年２月２４日（金）１５時００分より行います。 

 

○関根教育長 

以上をもちまして、本日の委員会は閉会といたします。 

 

 


